
 

2022 年 10 月 14 日 

 

「投資信託つみたて応援キャンペーン」の実施について  

岐阜信用金庫（理事長 好岡 政宏）では、お客さまの資産形成を応援するため、下

記の内容でキャンペーンを実施いたします。 

本キャンペーンは、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の「8．働きがいも経済成長も」

に資する活動であり、若年層を中心に幅広い年代のお客さまの資産形成を応援するもの

です。 

当金庫は、引き続き「地域とともにすばらしい明日をつくる」ために、皆さまの資産

形成に貢献できるよう、様々な商品・サービスの提供に取組んでまいります。 

 

記 

 

１．取扱期間 

  令和 4年 10月 14日(金)から令和 4年 11月 30日(水)まで 

 

２．キャンペーン内容 

対象 個人のお客さま 

内容 
対象期間内に、ぎふしん投信自動積立「こつこつプラン」を月額 1万円
以上お申込みいただいた方全員に 1,000円をプレゼント 
（新規・増額いずれも対象） 

留意事項 

・令和 4年 12月に積立された方が対象となります。 
・令和 4年 10月 1日から令和 4年 12月 31日の間に中止または減 
額された方は対象外となります。 

・複数回のお申込みをいただいた場合でもプレゼントはお一人さま  
1回限りとなります。 

・プレゼントをご入金させていただく時点で当該口座が解約されている
場合対象外となります。(投資信託のご利用口座に入金) 

その他詳細については「投資信託つみたて応援キャンペーン」チラシを
ご参照ください。 

 

以上 



商     号    等 : 岐阜信用金庫
登録金融機関 : 東海財務局長(登金)第３５号
加  入  協  会 : 日本証券業協会

投資信託つみたて応援キャンペーン

令和４年10月14日(金)
令和４年11月30日(水)

〜

期期 間
個人のお客さま

対対 象

期間内に、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     を

月額１万円以上お申込みいただいたお客さま全員に

　　　　　　　 １,０００円 を プレゼント !

　　　　　　　　　　　　      
『                       

』
※

※令和４年１２月に積立された方が対象です。※令和４年１２月に積立された方が対象です。

投資信託に関する注意事項
●投資信託は預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、当金庫でご購入いただいた
投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。当金庫は投資信託の購入、換金等の取扱いを行う販売会社であり、設定・運用は投資信託
　委託会社が行います。
●投資信託は元本および利回りの保証はありません。
●投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることが
あります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
●投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客さまに帰属します。
●投資信託のご購入時には、買付時の１口あたりの基準価額（買付価額）に、最大３.３％の購入時手数料（消費税込み）、約定口数を乗じて
得た額をご負担いただきます。換金時には、換金時の基準価額に最大０.５０％の率を乗じた信託財産留保額が差し引かれます。また、これらの
手数料等とは別に投資信託の純資産総額の最大年１.９８％（消費税込み）を運用管理費用（信託報酬）として、信託財産を通じてご負担いただきます。

　その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）等をご覧ください。なお、投資信託に関する手数料の合計額は、
　お申込金額、保有期間等により異なりますので表示することはできません。
●投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
●投資信託のお取引にあたっては、総合的な判断に基づき、お申込みを受付できない場合がございますのであらかじめご了承ください。
●投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資
　信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等は当金庫の投資信託取扱店窓口等にご用意しています。
●当資料は当金庫が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

キャンペーンに関する注意事項
●期間内に、毎月の定額引落金額を１万円以上お申込みいただいた個人のお客さまが対象となります。
●期間内に、毎月の定額引落金額を１万円以上増額していただいた場合も対象となります。
●複数銘柄をお申込みいただいた場合、新規・増額申込金額の合計が１万円以上であれば対象となります。
●令和４年１０月１日から令和４年１２月３１日の間に「こつこつプラン」の中止または減額を行った場合は、対象外となります。
●複数回のお申込みをいただいた場合でも、プレゼントはお一人さま１回限りとさせていただきます。
●令和５年１月中旬ごろに投資信託のご利用口座に 1,０００円を入金いたします。入金させていただく時点で、当該口座が解約されている
　場合、対象外となります。

新規、増額 いずれのいずれの
お申込みも対象となりまお申込みも対象となります!



令和4年１０月１日現在


